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築
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九
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第
二
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当
す
る
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届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等
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告

示

山
口
県
告
示
第
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

新
南
陽
津
和
野
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

周
南
市
大
字
上
村
字
西
南
野
二
七
二
の
六

地
先
か
ら

同
市

同
大
字

同
字
二
六
七
の
五
地
先

ま
で

旧

最
狭

八
・
〇

最
広

一
〇
・
七

八
七
・
五

新

最
狭

一
四
・
六

最
広

二
五
・
八

八
八
・
〇

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

徳
山
下
松
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

周
南
市
大
字
栗
谷
字
開
作
南
七
五
九
の
一

〇
地
先
か
ら

下
松
市
潮
音
町
八
丁
目
四
四
〇
の
四
地
先

ま
で

旧

最
狭

一
一
・
八

最
広

二
二
・
〇

二
三
二
・
七

新

最
狭

一
五
・
〇

最
広

二
八
・
〇

二
三
二
・
七
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。
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山
口
県
告
示
第
五
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
都
市
計

画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
口
都
市
計
画
道
路
三
・
二
・
二
国
道
二
号
鋳
銭
司
陶
線

二

変
更
の
内
容

区
域
の
変
更

山
口
県
告
示
第
五
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
都
市
計

画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
防
府
市
土
木
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
三

一
の
桝
四
の
桝
線

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
十
三
牟
礼
中
関
線

二

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
五
富
海
大
道
線

二

変
更
の
内
容

区
域
の
変
更

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
四
十
一
大
崎
線

二

変
更
の
内
容

路
線
の
追
加

山
口
県
告
示
第
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
府
都
市

計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

防
府
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
七
松
崎
植
松
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

防
府
市
伊
佐
江
町
、
華
城
中
央
一
丁
目
及
び
華
城
中
央
二
丁
目

公

告

（
二
七
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
内
日
地
区
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

二
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一

事
業
の
名
称

県
営
棯
小
野
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

（
二
八
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
農
林
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
路
線
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
大
字
福
江

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

（
二
九
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
大
字
東
豊
井
字
宮
ノ
洲
浜
、
字
宮
浦
及
び
字
宮
ノ
洲
（
四
工
区
）

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
一
七
番
一
号

株
式
会
社
日
立
ハ
イ
テ
ク

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

井
川
あ
け
み
後
援

会
三
池
孝
尚
山
本
朋
由
下
松
市
大
手
町
３
丁
目
４

番
３
号

令
和
６
、

１
、
４

い
し
む
ら
け
ん
後

援
会

石
村

健
石
村

健
防
府
市
八
王
子
１
丁
目
23

番
４
号

〃
〃
22

井
上
た
か
し
後
援

会
井
上

敬
井
上

敬
美
祢
市
美
東
町
絵
堂
1863

〃
〃
29

上
野
忠
彦
後
援
会
上
野
忠
彦
上
野
節
子
防
府
市
新
田
1782の

５
〃
〃
31

宮
崎
ま
さ
お
山
口

県
後
援
会

守
田
宗
治
多
田
宏
之
山
口
市
糸
米
２
丁
目
13番

35号
〃
〃
24

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

参
政
党
山
口
第
２
支
部

藤
元
紀
子
事
務
所
岩
国
市
多
田
１

丁
目
108の

２
下
松
市
望
町
３

丁
目
10の
１

令
和
５
、

12、
21

二
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代
表
者
藤
元
紀
子

菅
根
秀
樹

自
由
民
主
党
山
陽
支
部

中
村
博
行
事
務
所
山
陽
小
野
田
市

大
字
郡
361の

１
山
陽
小
野
田
市

大
字
郡
3136

令
和
６
、

１
、
10

笠
井
泰
孝
後
援
会

堀
田
正
隆
会
計
責
任
者
田
村
敦
義

長
谷
川
達
文

令
和
５
、

10、
１

国
井
益
雄
後
援
会

清
木
健
一
代
表
者
清
木
健
一

国
井
益
雄

〃
12、
〃

会
計
責
任
者
原
田
和
敬

国
井
牧
代

末
永
よ
し
み
新
市
創
生
会

末
永
義
美
名

称
末
永
よ
し
み
新

市
創
生
会

末
永
義
美
新
市

創
生
会

令
和
６
、

１
、
18

Ｔ
Ｋ
Ｃ
林
芳
正
政
経
研
究
会

岡
田

健
代
表
者
岡
田

健
久
保
雅
典

〃
〃
30

猶
克
実
後
援
会

江
嶋
亜
企
雄
会
計
責
任
者
中
村

茂
小
林

静
令
和
５
、

６
、
26

藤
本
博
途
後
援
会

髙
重
敏
之
代
表
者
髙
重
敏
之

藤
本
博
途

〃
10、
24

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治
政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

女
性
市
長
誕
生
で
す
べ
て

の
市
民
に
寄
り
添
う
市
政

を
実
現
す
る
会

藤
田
浩
久
藤
田
勝
久
長
門
市
仙
崎
872

令
和
５
、

12、
31

髙
木
法
生
後
援
会

岩
山
澄
男
髙
木
恵
美
子
美
祢
市
美
東
町
大
田
4116

〃
〃
〃

中
嶋
ま
こ
と
後
援
会

中
嶋

誠
中
嶋

誠
〃

大
嶺
町
北
分
929番

地
１

〃
〃
〃

の
う
の
佳
子
後
援
会

南
野
佳
子
藤
田
秀
人
長
門
市
仙
崎
1855番

地
３

〃
〃
〃

藤
本
博
途
後
援
会

髙
重
敏
之
髙
重
敏
之
岩
国
市
平
田
１
丁
目
27番
９
号

〃
11、
30

モ
リ
カ
ケ
・
桜
の
嘘
を
許

さ
な
い
！
市
民
の
会

豊
嶋
耕
治
廣
岡
逸
樹
下
関
市
中
之
町
７
番
７
号

〃
12、
25

山
下
宏
後
援
会

西
村

仁
岡
崎
裕
人
山
口
市
名
田
島
121

〃
９
、
27

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

髙
重
敏
之

藤
本
博
途
後
援
会

令
和
５
、
10、
24

南
野
佳
子

の
う
の
佳
子
後
援
会

〃
12、
31

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
備
員
等

の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

種

別

級

受
検
定
員

雑
踏
警
備
業
務

一
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

令
和
六
年
五
月
三
十
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
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場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）

場

所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
の
う
ち
山
口
県
外
に

住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠

雑
踏
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
も
の

㈡

公
安
委
員
会
が
㈠
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
六
年
四
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

⚓

三
の
㈠
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
雑
踏
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の

写
し
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行
す
る
当
該
警
備
業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

⚔

三
の
㈡
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
の
写
し

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
三
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

種

別

級

受
検
定
員

雑
踏
警
備
業
務

二
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

令
和
六
年
五
月
三
十
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）

場

所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
県
外
在
住
警
備
員
で
あ
る
こ
と
。

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
六
年
四
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

五
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の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
三
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

雑

報

正

誤

令
和
六
年
二
月
十
六
日
山
口
県
告
示
第
四
十
四
号
（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一

上

左
か
ら五

同
年
三
月
十●

一●

日

同
年
三
月
八䀝

日

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

六
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